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１ 事業概要 

⑴ 目的 
     本事業は、物価高騰や人手不足等の厳しい経営環境にある県内宿泊事業者等が実施する、

省力化・ＤＸの取組や、質の高いサービスの提供に向けた人材の確保・育成の取組に要する経費

を支援することにより、宿泊業における労働力不足を補い、サービス水準の向上を図ることを目的とし

ています。 
    ※この事業は、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。 

 

⑵ 本事業の流れ 
    本事業の大まかな流れは、以下のとおりです。 
 

① 交付申請 

募集期間内に、交付申請書に必要書類を添付して、交付申請を行ってください。 
 

② 交付決定 

全ての申請者に対して、交付または不交付の決定通知を送付します。 

交付決定の通知を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、交付決定の通知を受け 

た後、補助事業を実施することができます。 

※交付決定日は、各申請締切日からおおむね 1 か月後を予定しています。 

 

③ 補助事業実施 

補助事業者は、交付決定を受けた事業計画に基づき、補助事業を実施します。 

交付要綱や補助事業者用手引き等に従って、経費の区分や事務処理を行ってください。 

 

④ 「実績報告書」提出（令和９年２月 12 日（金）締切） 

補助事業者は、補助事業終了後、実績報告書に必要書類を添付して、実施した補助事業 

の結果等を報告するとともに、補助対象経費の支払いが確認できる書類を事務局に提出して 

ください。事業完了が同日を過ぎる場合においても、その時点での内容を記載し実績報告書 

を必ず提出してください。 

 

⑤ 補助金額の確定 

事務局にて実績報告の審査を行い、補助金額を確定後、補助事業者に通知します。 
 

⑥「補助金交付請求書」の提出 

補助金の額の確定通知を受け取った後、速やかに補助金等交付請求書に関係書類を 

添えて事務局に提出してください。 
 

⑦ 補助金の交付 

補助金交付請求書に基づき、事務局から補助金を交付します。 

 

⑧ 事業状況報告等 

当該補助事業の実施成果の状況について、省力化・ＤＸの取組にあっては５年間、人材の確

保・育成の取組にあっては３年間、当該年度の５月末日までに、事業状況報告書に必要書

類を添えて鹿児島県ＰＲ観光課に提出してください。 
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２ 事業区分 
⑴ 省力化・ＤＸの取組 

ア 補助対象者 

宿泊事業者 

※補助対象となる宿泊事業者とは、鹿児島県内に本店又は主たる事務所を有する事業者で、旅館

業法（昭和 23 年法律第 138 号）第３条第１項の規定に基づく営業許可を受け、県内におい

て宿泊事業を営む者をいいます。ただし、住宅宿泊事業法（平成 29 年法律第 65 号）第３条

第１項に規定する住宅宿泊事業を営む者は対象となりません。 

 

イ 補助対象事業 

デジタル化・省力化等を通じた生産性向上に資する取組 

 

ウ 要件等 

ア及びイに加え、以下の全ての要件を満たす必要があります。 
 

●暴力団又は暴力団員等が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人で 

はないこと。また、次のいずれかに該当する法人その他の団体又は個人でないこと。 
 

◎暴力団員等（鹿児島県暴力団排除条例（平成 26 年鹿児島県条例第 22 号）第２条第３号

に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。） 

◎自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴

力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等を利用している者 

◎暴力団又は暴力団員等に対して、いかなる名義をもってするかを問わず、金銭、物品、その他の財産

上の利益を不当に提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協

力し、又は関与している者 

◎暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

◎暴力団又は暴力団員等であることを知りながら不当な行為をするためにこれらを利用している者 

◎上記に掲げる者の依頼を受けて、補助金の交付を受けようとする者 

◎上記に掲げる者のほか、性風俗関連特殊営業等、補助金の趣旨・目的に照らして適当でないと事

務局が判断する者 

 

●県税の未納がない者であること。 

●政治団体、宗教上の組織若しくは団体でないこと。 

●補助事業が、同一内容で他の制度等による補助金又は助成金を受けていないこと。 

●上記のほか、事務局が適当でないと判断する者でないこと。 
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⑵ 人材確保の取組 

ア 補助対象者 

・ 宿泊事業者 

※⑴アと同じです。 

 

・ 宿泊事業者団体 

※補助対象となる宿泊事業者団体とは、旅館業法に基づく営業許可を受けた宿泊事業者を主

たる構成員とする団体であって、県内に事務所を有し、当該事業の目的に沿った取組を実施

するものをいいます。ただし、団体としての規約を有し、代表者及び会計責任者を定めているも

のに限ります。 

 

・ 宿泊業への就職を目指す学生を養成する学校等 

※補助対象となる学校等とは、宿泊業への就職を目指す学生を養成する学校教育法（昭和 22 年

法律第 26 号）第１条に規定する学校、同法第 124 条に規定する専修学校又は職業能力開

発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）第 15 条の７に規定する職業能力開発短期大学校の

うち、県内に所在するものをいいます。 

 

イ 補助対象事業 

宿泊事業者又は宿泊事業者団体が実施する人材確保に向けた取組又は宿泊業への就職 

を目指す学生を養成する学校等が実施する学生確保に向けた取組 

 

ウ 要件等 

  ア及びイに加え、⑴ウに記載の全ての要件を満たす必要があります。 

 

⑶ 人材育成の取組 

ア 補助対象者 

宿泊事業者  ※⑴アと同じです。 

 

イ 補助対象事業 

従業員のスキルアップ及び質の高いサービス提供等に資する人材育成に向けた取組 

 

ウ 要件等 

  ア及びイに加え、⑴ウに記載の全ての要件を満たす必要があります。 
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３ 補助内容 
⑴ 補助事業実施期間  

交付決定日～令和９年２月 26 日（金） 

上記期間内に発注（契約）、納品及び支払いを完了させる必要がありますが、実績報告書

は令和 9 年 2 月 12（金）までに提出する必要があります。事業完了が同日を過ぎる場合にお

いても、その時点での内容を記載し実績報告書を必ず提出してください。 

※交付決定日前に発注（契約）、納品及び支払いを行っているものは補助対象外となります。 

 

⑵ 補助額及び補助対象経費 

ア 省力化・ＤＸの取組 

●補助上限額：５００万円 

●補助率：２／３以内 

●補助対象経費（詳細は別表 1 を参照してください。） 

：デジタル化・省力化等を通じた生産性向上に資する取組に必要な経費（機械装置等

購入費、クラウドサービス利用料、専門家の招へい経費、研修費、運搬費 等） 

      
※対象システム等（詳細は別表 2 を参照してください。） 

自動チェックイン機、ＰＭＳ（ホテル管理システム）、宿泊予約システム、レベニューマネジ

メント、清掃ロボット 等    

 

イ 人材確保の取組 

●補助上限額：５０万円 

●補助率：２／３以内 

●補助対象経費（詳細は別表 3 を参照してください。） 

：宿泊事業者又は宿泊事業者団体が実施する人材確保に向けた取組又は宿泊業への

就職を目指す学生を養成する学校等が実施する学生確保に向けた取組に必要な経費

（広告宣伝費、専門家の招へい経費、研修費、人材紹介手数料、運搬費 等） 

 

ウ 人材育成の取組 

●補助上限額：５０万円 

●補助率：２／３以内 

●補助対象経費（詳細は別表 4 を参照してください。） 

：従業員のスキルアップ及び質の高いサービス提供等に資する人材育成に向けた取組（専

門家の招へい経費、研修費、運搬費 等） 

 

 

       ※課税事業者が、補助対象経費を算定する場合は、消費税等を除外してください。 

        免税事業者及び簡易課税事業者は除外しないこともできます。 
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⑶ 補助対象外経費 

・ 事務所等に係る家賃、保証金、敷金等 

・ フランチャイズ加盟料 

・ 電話代、インターネット代等の通信費 

・ 金券購入費 

・ 原材料費、消耗品費、新聞購読料 

・ 団体会費 

・ 収入印紙、公租公課 

・ 自社の人件費（研修期間中の基本給相当額、経営者及び役員、経営者と雇用関係にある者

の人件費を含む） 

・ 振込手数料・代引き手数料、保険料   

・ 他団体からの補助又は委託を受けている事業に要する経費 

・ 用地、建物（法令に照らして基礎工事が必要であり、土地に固着するものを含む）等の不動産の

取得に要する経費 

・ 飲食代（ホテルパックに含まれる朝食代も補助対象外とする。） 

・ 工事費 

・ 汎用性があり、目的外使用になり得るもの（例えば事務用パソコン、プリンタ、文書作成ソフト、タブ

レット端末、スマートフォン及びデジタル複合機、サーバー、家具什器等） 

・ 使途の定まっていない活動に対する経費（諸経費等） 

・ 補助事業を一括して委託する経費など   

・ 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費 

※補助対象者と支出先の事業者が同一又は実質的に同一と認められる場合（代表者が同一である 

場合や企業会計が同一である場合を含む。）は、当該経費は補助対象外となります。 

 

 

４ 申請方法 
⑴ 募集期間 

【１次募集】 令和８年５月 18 日（月）～ 令和８年６月 19 日（金） 

【２次募集】 令和８年７月６日（月）～ 令和８年８月７日（金） 

※各支援内容ごとに予算の上限に達した場合は、当該支援内容の２次募集は行いません。 

■WEB 申請の場合：締切日の 23 時 59 分まで 

■郵送の場合：締切日の当日消印有効 

       ※提出書類の全てが期限内に提出される必要があります。 

 

⑵ 申請書等の入手から提出までの流れ 

①専用ホームページから、交付要綱等を確認 

   ②専用ホームページから、申請書等をダウンロード 

   ③申請書作成、申請内容確認 

   ④添付書類の確認 

   ⑤申請書、添付書類の提出 
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⑶ 提出書類 

以下の提出書類一式をとりまとめて提出してください。 

 

ア 省力化・ＤＸの取組 

 

No. 提出区分 提出書類 備考 

１ 必須 申請書類チェックリスト ダウンロード 

２ 必須 交付申請書（第１号様式） ダウンロード 

３ 必須 事業計画書（第１号様式別紙１） ダウンロード 

４ 必須 数値計画（第１号様式別紙１の２） ダウンロード 

５ 必須 収支予算書（第１号様式別紙２） ダウンロード 

６ 必須 見積書  

７ 必要に応じて 
製品カタログや仕様書等（補助対象経費の積算が確認できる

書類） 
 

８ 必須 旅館業法に基づく営業許可証の写し  

９ 必要に応じて 旅費規程等の写し 旅費を計上する場合 

10 必須 

確定申告書の写し 

 

(法人) 

①確定申告書別表一 ②貸借対照表 ③損益計算書 

（販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書含む） 

(個人：青色申告) 

①確定申告書第一表 ②貸借対照表 ③損益計算書 

(個人：白色申告) 

①確定申告書第一表 ②収支内訳書 

11 必須 
(法人)履歴事項全部証明書の写し(※) 

(個人)身分証明書（顔写真付）の写し 

※申請日以前３か月

以内に取得したもの 

12 必須 「県税に未納がない」ことを証明する納税証明書 
申請日以前３か月以

内に取得したもの 

13 必要に応じて その他事務局が必要と認める書類  
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イ 人材確保の取組 

 

No. 提出区分 提出書類 備考 

１ 必須 申請書類チェックリスト ダウンロード 

２ 必須 交付申請書（第１号様式） ダウンロード 

３ 必須 事業計画書（第１号様式別紙１） ダウンロード 

４ 必須 数値計画（第１号様式別紙１の２） ダウンロード 

５ 必須 収支予算書（第１号様式別紙２） ダウンロード 

６ 必須 見積書等（補助対象経費の積算が確認できる書類）  

７ 必要に応じて 旅費規程等の写し 旅費を計上する場合 

８ 必須 「県税に未納がない」ことを証明する納税証明書 
申請日以前３か月以

内に取得したもの 

９ 必要に応じて その他事務局が必要と認める書類  

10 宿泊事業者 旅館業法に基づく営業許可証の写し  

11 宿泊事業者 

確定申告書の写し 
 

(法人) 

①確定申告書別表一 ②貸借対照表 ③損益計算書 

（販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書含む） 

(個人：青色申告) 

①確定申告書第一表 ②貸借対照表 ③損益計算書 

(個人：白色申告) 

①確定申告書第一表 ②収支内訳書 

12 宿泊事業者 
(法人)履歴事項全部証明書の写し(※) 

(個人)身分証明書（顔写真付）の写し 

※申請日以前３か月

以内に取得したもの 

13 
宿泊事業者

団体 
団体の規約又は定款 

代表者及び会計責任

者を定めていることが

確認できるもの 

14 
宿泊事業者

団体 
構成員名簿 

 

15 
宿泊事業者

団体 

(法人)履歴事項全部証明書の写し(※)又は団体の所在地が

確認できる書類 

※申請日以前３か月

以内に取得したもの 

16 学校等 
学校の概要及び宿泊業への就職を目指す学生を養成しているこ

とが分かる資料 

 

17 学校等 (法人)履歴事項全部証明書の写し 
申請日以前３か月以

内に取得したもの 
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ウ 人材育成の取組 

 

No. 提出区分 提出書類 備考 

１ 必須 申請書類チェックリスト ダウンロード 

２ 必須 交付申請書（第１号様式） ダウンロード 

３ 必須 事業計画書（第１号様式別紙１） ダウンロード 

４ 必須 収支予算書（第１号様式別紙２） ダウンロード 

５ 必須 見積書等（補助対象経費の積算が確認できる書類）  

６ 必須 旅館業法に基づく営業許可証の写し  

７ 必要に応じて 旅費規程等の写し 旅費を計上する場合 

８ 必須 

確定申告書の写し 

 

(法人) 

①確定申告書別表一 ②貸借対照表 ③損益計算書 

（販売費及び一般管理費内訳書、製造原価報告書含む） 

(個人：青色申告) 

①確定申告書第一表 ②貸借対照表 ③損益計算書 

(個人：白色申告) 

①確定申告書第一表 ②収支内訳書 

９ 必須 
(法人)履歴事項全部証明書の写し ※ 

(個人)身分証明書（顔写真付）の写し 

※申請日以前３か月

以内に取得したもの 

10 必須 「県税に未納がない」ことを証明する納税証明書 
申請日以前３か月以

内に取得したもの 

11 必要に応じて その他事務局が必要と認める書類  
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⑷ 提出方法 

アまたはイの方法により、申請してください。 

 

  ア 専用ホームページ上での申請 

      専用ホームページ上の申請フォームに必要事項を入力の上、提出書類を添付してください。 

（郵送の必要はありません。） 

ホームページ URL：https://shukuhakugyou-jinzai.pref.kagoshima.jp 

 

  イ 郵送 

・ ⑶の提出書類については、番号順に並べて提出してください。 

・ 原則として書類をＡ４サイズに統一し、左上１か所をクリップ留めしてください 

（ホチキス留めは不可） 

・ 封筒には、申請者の住所、会社名及び担当者氏名をご記入ください。 

・ 送料は申請者において負担してください。 

・ 下記の宛先に、簡易書留又はレターパックで郵送してください。 

・ 郵送中の紛失等に関しては、一切責任を負いかねますので、ご了承ください。 

・ 提出いただいた書類は、原則返却しませんので、原本が必要な書類については必ず 

写し（コピー）を提出してください。 
 

【宛先】〒892-8799          

    鹿児島東郵便局留 

宿泊業における人材確保育成支援事業事務局 行 

                      補助金申請書在中 

※補助金申請書在中と大きくご記入ください。 

 

 

⑸ 留意事項 

●申請に必要な資料が不足している場合は、原則、申請を受け付けられませんので、申請前に不 

足や不備がないことを必ず確認してください。なお、事務局から書類の補正等のため連絡する場 

合があります。 

●契約（発注）先の選定にあたって、経済性の観点から、契約（発注）先１件あたりの見積額 

合計が５０万円（税抜）以上になる場合は、原則として同一条件による相見積もりが必要で 

す。相見積もりを取っていない場合等は、その選定理由、価格の妥当性を明らかにした理由書を 

提出してください。 

 

 

 

 

 

https://shukuhakugyou-jinzai.pref.kagoshima.jp/
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５ 審査・交付決定 
 ⑴ 審査方法 

●申請書類に基づき、事務局において審査の上、交付が決定します。 

●審査は、電子データまたは書面にて行いますので、不備や不足がないようご注意ください。 

●申請書の誓約事項及びチェックリストに全てチェックが入っていない申請書は審査ができないため、 

必ず記入してください。 

●必要に応じて、申請者等に対してヒアリング等を実施する場合があります。 

●提出書類またはデータに不備や不足があった場合、修正や再提出をお願いすることがあります。 

その場合は速やかにご対応ください。 

 

⑵ 主な審査項目 

●事業目的・内容の理解度 

●事業内容・期待される効果 

●事業計画の確実性（体制及びスケジュール） 

●収支計画 等 

 

⑶ 審査上の考慮点 

     以下に該当する企業は審査において考慮します。 
 

●「鹿児島県ＳＤＧｓ登録制度」の登録企業 

https://www.pref.kagoshima.jp/ac11/sdgs.html 

●「パートナーシップ構築宣言」の登録企業 

https://www.pref.kagoshima.jp/af21/kakakutennka.html 

●「かごしま「働き方改革」推進企業」の認定企業 

https://www.pref.kagoshima.jp/af04/sangyo-rodo/rodo/hatarakikata/seido.html 

●「かごしま子育て応援企業」の登録企業 

http://www.pref.kagoshima.jp/af04/sangyo-rodo/rodo/ouenkigyou/touroku1.html 

●「イクドリ︕宣言」の認証企業 

https://www.pref.kagoshima.jp/af04/roufuku/ikudori.html 

 

⑷ 交付決定 

●全ての申請者に対して、交付または不交付の決定通知書を送付します。 

●事業計画に補助対象外経費が含まれる場合等については、交付申請額から減額し、交付決定 

する場合があります。 

●交付決定後は、交付要綱や補助事業者用手引き等に従って、経費の区分や事務処理を行って 

ください。 

●交付・不交付理由についてのお問合せにはお答えできません。 

●１次募集期間で不交付となった場合でも、事業計画を再検討し、２次募集に再申請すること 

も可能です。 

 

https://www.pref.kagoshima.jp/ac11/sdgs.html
https://www.pref.kagoshima.jp/af21/kakakutennka.html
https://www.pref.kagoshima.jp/af04/sangyo-rodo/rodo/hatarakikata/seido.html
http://www.pref.kagoshima.jp/af04/sangyo-rodo/rodo/ouenkigyou/touroku1.html
https://www.pref.kagoshima.jp/af04/roufuku/ikudori.html
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６ その他重要事項 

⑴ 補助に関する注意事項 

●要件に該当しない事実や虚偽不正等が判明した場合は、交付決定を取り消します。 

●交付決定を受けた後、経費の配分、内容の変更、補助事業を中止または廃止しようとする場 

合は事前に承認を受けなければなりません。 

●事業完了（支払い完了含む）後、効果検証を実施のうえ、終了次第速やかに実績報告書を 

提出してください。提出期限は、令和９年２月 12 日（金）になります。事業完了が同日を 

過ぎる場合においても、その時点での内容を記載した実績報告書を必ず提出してください。 

なお、追加資料の提出や事務局からの補正依頼があった場合は、令和９年２月２６日（金） 

までにご対応いただく必要があります。 

●補助事業で取得した財産を処分、譲渡等する場合や、補助事業により契約したクラウドサービ 

ス等を契約期間中（最長２年間）に解約又は契約内容の変更等をする場合は、事務局 

（県）から承認を得る必要があります。その上で、補助金の全部又は一部を返還していただく 

ことがありますので、ご注意ください。 

 

⑵ 補助事業者の義務等 

●補助事業終了後も、その成果の結実に努めてください。交付要綱の規定に基づき、当該補助 

事業の実施成果の状況について、省力化・ＤＸの取組にあっては５年間、人材の確保・育成 

の取組にあっては３年間報告いただく必要があります。また、事務局（県）が実施成果に関す 

るアンケートを実施する場合は、回答していただく必要があります。 

●生産性向上に係る取組や人材育成に係る取組を宿泊事業者等に広く周知するため、他の事 

業者等における取組の参考となる事例を選定し、取組内容を紹介する事例集を作成しますの 

で、選定された事業者等においては、掲載に必要な協力をお願いします。 

 

⑶ その他 

交付要綱や本要領、ホームページ等に掲載のないことについては、鹿児島県及び事務局の指

⽰に従うものとします。 

 

７ 問合せ先 
 

宿泊業における人材確保育成支援事業事務局 

電   話：０９９－２０１－４８１１ 

受付時間：平日 午前９時～午後５時（正午～午後１時を除く） 

ホームページ：https://shukuhakugyou-jinzai.pref.kagoshima.jp 

 

 ※ 本要領やホームページの掲載情報もご覧ください。 

 

 

https://shukuhakugyou-jinzai.pref.kagoshima.jp/
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別表 1 【補助対象経費】    

                                             

○省力化・ＤＸの取組 

補助対象経費 内容 補助率等 

機械装置等購入

費 

○機械装置・工具・器具等の購入、試作、改良、据付、借用又

は修繕に要する経費 

○ソフトウェア、システム（ＰＭＳ含む）等の購入・構築、保守、

借用又は修繕に要する経費 

※パソコン等の機器やソフトウェアは専ら業務効率化のために使用

するものに限り、汎用的なものは対象外とする。 

※月額・年額で使用料金が定められている形態の製品（システム

のサブスクリプション販売形式等）及びその保守は、最大２年

分の費用を補助対象とする。ただし、前払いが可能で、完了実

績報告時までに支払いが完了するものに限る。 

※物品のレンタル、リースに要する経費は除く。ただし、システム等の

導入・運用に付随する物品で、システムの月額/年額利用料と

不可分であるものは最大２年分の費用を補助対象とする。 

○補助率 

２／３以内 

 

○補助上限額 

5,000 千円 

クラウドサービス利

用料 

○クラウドサービス利用に関する経費 

※月額・年額で使用料金が定められている形態の製品（システム

のサブスクリプション販売形式等）及びその保守は、最大２年

分の費用を補助対象とする。ただし、前払いが可能で、完了実

績報告時までに支払いが完了するものに限る。 

専門家の招へい

経費 

〇専門家の技術指導や助言が必要な場合に、専門家に依頼した

コンサルティング業務や旅費等に要する経費 

研修費 〇事業遂行のために必要な教育訓練や講座受講等のための負

担金、検定料、コンペ参加費、旅費等に要する経費 

※研修費は、当該事業者と雇用関係にある者又は派遣会社と雇

用関係にある者が研修を受講する場合の参加に要する費用に

限る。 

※研修期間中の基本給相当額は対象外とする。 

運搬費 〇運搬料、宅配、郵送料等に要する経費（切手、はがき、年賀

はがきの購入費用は除く） 

その他 〇その他、事務局が県と協議の上、特に必要と認める経費 

 ※ 導入事例については、別表 2 を参照 
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別表 2 【省力化・ＤＸの取組における導入事例】                                  
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別表 3 【補助対象経費】  

                                               

○人材確保に向けた取組 

補助対象経費 内容 補助率等 

広告宣伝費 〇パンフレット・リーフレット等作成、ＰＲ動画制作等に要する経費 

〇テレビ、新聞、インターネット広告などの広告宣伝に要する経費 

〇展⽰会・商談会等（ＷＥＢ含む）の出展やセミナー開催に要

する経費 

○ホームページやＳＮＳページ等作成のために要する経費 

○補助率 

２／３以内 

 

○補助上限額 

500 千円 

専門家の招へい

経費 

〇専門家の技術指導や助言が必要な場合に、専門家に依頼した

コンサルティング業務や旅費等に要する経費 

研修費 〇事業遂行のために必要な教育訓練や講座受講等のための負

担金、検定料、コンペ参加費、旅費等に要する経費 

※研修費は、当該事業者と雇用関係にある者又は派遣会社と雇

用関係にある者が研修を受講する場合の参加に要する費用に

限る。 

※研修期間中の基本給相当額は対象外 

人材紹介手数料 〇人材紹介に関する手数料 

運搬費 〇運搬料、宅配、郵送料等に要する経費（切手、はがき、年賀

はがきの購入費用は除く） 

その他 〇その他、事務局が県と協議の上、特に必要と認める経費 

 

 

別表 4 【補助対象経費】  

                                            

○人材育成に向けた取組 

補助対象経費 内容 補助率等 

専門家の招へい

経費 

〇専門家の技術指導や助言が必要な場合に、専門家に依頼した

コンサルティング業務や旅費等に要する経費 

○補助率 

２／３以内 

 

○補助上限額 

500 千円 

研修費 〇事業遂行のために必要な教育訓練や講座受講等のための負

担金、検定料、コンペ参加費、旅費等に要する経費 

※研修費は、当該事業者と雇用関係にある者又は派遣会社と雇

用関係にある者が研修を受講する場合の参加に要する費用に

限る。 

※研修期間中の基本給相当額は対象外とする。 

運搬費 〇運搬料、宅配、郵送料等に要する経費（切手、はがき、年賀

はがきの購入費用は除く） 

その他 〇その他、事務局が県と協議の上、特に必要と認める経費 

 

 


